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ニッポン一億総活躍プラン 

（平成 28年６月２日閣議決定） 

＜関係部分抜粋＞ 

 

１．成長と分配の好循環メカニズムの提示 

（１）経済社会の現状 

（アベノミクスの成果） 

３年間のアベノミクス（大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚

起する成長戦略）は、大きな成果を生み出した。国民総所得は 40 兆円近く増

加し、国の税収は 15 兆円増えた。日本企業の収益は、史上最高の水準に達し

ている。その企業収益は、着実に雇用や賃金に回っている。就業者数は 100 万

人以上増え、政権交代前は、ほとんど行われなかったベースアップが、３年連

続、多くの企業で実現する見込みとなっている。失業者は 60 万人程度減り、

失業率は 3.2％と 18 年ぶりの低水準で推移し、有効求人倍率は 24 年ぶりの

高水準である。物価は反転し、２年連続で上昇している。GDP デフレーターは

９四半期連続でプラスが続き、GDP ギャップはマイナスであるが縮小傾向にあ

る。（中略） 

 

（２）今後の取組の基本的考え方 

（一億総活躍社会の意義） 

アベノミクスの第２ステージは、この少子高齢化の問題に真正面から立ち向

かう。日本経済に更なる好循環を形成するため、旧三本の矢の経済政策を一層

強化するとともに、広い意味での経済政策として、子育て支援や社会保障の基

盤を強化し、それが経済を強くするという新たな経済社会システム創りに挑戦

する。少子高齢化の流れに歯止めをかけ、誰もが生きがいを感じられる社会を

創る。人生は十人十色であり、価値観は人それぞれである。一億総活躍社会は、

女性も男性も、お年寄りも若者も、一度失敗を経験した方も、障害や難病のあ

る方も、家庭で、職場で、地域で、あらゆる場で、誰もが活躍できる、いわば

全員参加型の社会である。 

これは単なる社会政策ではなく、究極の成長戦略である。全ての人が包摂さ

れる社会が実現できれば、安心感が醸成され、将来の見通しが確かになり、消

費の底上げ、投資の拡大にもつながる。また、多様な個人の能力の発揮による

労働参加率向上やイノベーションの創出が図られることを通じて、経済成長が

加速することが期待される（包摂と多様性による持続的成長と分配の好循環）。

（中略） 
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（新たな三本の矢） 

誰もが活躍できる一億総活躍社会を創っていくため、「戦後最大の名目

GDP600 兆円」、「希望出生率 1.8」、「介護離職ゼロ」という強い大きな目標を

掲げ、この３つの的に向かって新しい三本の矢を放つ。（中略） 

 

（成長と分配の好循環の形成） 

強い経済、「成長」の果実なくして、「分配」を続けることはできない。成長

か分配か、どちらを重視するのかという長年の論争に終止符を打ち、「成長と

分配の好循環」を創り上げる。これは、日本が他の先進国に先駆けて示す新た

な「日本型モデル」と呼ぶべきメカニズムである。 

アベノミクスの成果を活用し、子育てや社会保障の基盤を強化する。新たな

第二・第三の矢により、子育てや介護をしながら仕事を続けることができるよ

うにすることで労働参加を拡大し、潜在成長率の底上げを図る。賃上げを通じ

た消費や民間投資を更に拡大し、成長戦略を進化させ、多様な方々の参加によ

る多様性がイノベーションを通じた生産性向上を促し、さらに経済を強くする。

新たな第二・第三の矢があって、新たな第一の矢が成り立つ。 

他方で、子育て支援を行うにも、社会保障を充実するにも、強い経済が必要

である。新たな第一の矢による成長の果実なくして、新たな第二の矢と第三の

矢は放つことができない。つまり、新・三本の矢は、三つすべてがそろってい

ないと意味がない。まさに三本あわせて究極の成長戦略となるものである。 

そして、こうした成長と分配の好循環を形作っていくためには、新・三本の

矢に加えて、これら三本の矢を貫く横断的課題である働き方改革と生産性向上

という重要課題に取り組んでいくことが必要である。（中略） 

 

２．一億総活躍社会の実現に向けた横断的課題である働き方改革の方向 

最大のチャレンジは働き方改革である。多様な働き方が可能となるよう、社

会の発想や制度を大きく転換しなければならない。 

 

（同一労働同一賃金の実現など非正規雇用の待遇改善） 

（中略） 

最低賃金については、年率３％程度を目途として、名目 GDP 成長率にも配

慮しつつ引き上げていく。これにより、全国加重平均が 1000 円となることを

目指す。このような最低賃金の引上げに向けて、中小企業、小規模事業者の生

産性向上等のための支援や取引条件の改善を図る。 

（以下、略） 


